
学会大会の開催に関する申し合わせ 
 
 
1．学会大会の開催地域は，以下の 3 ブロック区分のローテーション（輪番）制とする． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．学会大会開催地の決定プロセスは以下に示す通りとする． 

(1) 3 ブロックを原則，「東 → 中 → 西」ブロック区分の順にローテーションする（表

1 参照）．ただし，特定の年に開催を希望するブロック／地方区があった場合は，ロ

ーテーションの順序が変更になることもあり得る． 
 

表 1 学会大会開催地のローテーション 
回 開催地 ブロック 地方区 都道府県 開催年 開催地選定 
38 白鴎大学 東 関東地区 栃木県 2015 － 
39 立命館大学 中 近畿地区 京都府 2016 － 
40 鹿児島大学 西 九州地区 鹿児島県 2017 － 
41  東   2018 2016.3 
42  中   2019 2017.3 
43  西   2020 2018.3 
44  東   2021 2019.3 

・・・ 
 
 (2) 学会大会運営委員会は，担当ブロックから選出されている理事（担当ブロック理事）

と協議の上，学会大会開催地を決定する．その際，各地方区の開催順序等について

も慎重に考慮していくこととする． 
 (3) 学会大会運営委員会委員長は，開催 2 年前の 3 月に開催される日本体育・スポーツ

経営学会理事会までに，開催地を決定し報告しなければならない． 
 (4) 学会大会開催地の最終決定は，開催 2 年前の 3 月に開催される日本体育・スポーツ

経営学会理事会において行い，総会で承認を得ることとする． 
 
付 則 この申し合わせは，平成 27 年 9 月 10 日より適用する． 


